
おおさき議会だより

 　

条
例
関
係

大
崎
町
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

障
害
者
自
立
支
援
法
の
施
行
に
伴
う
施
設

の
名
称
変
更
と
児
童
福
祉
施
設
の
入
所
者
の

医
療
費
が
自
己
負
担
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

他
の
福
祉
施
設
と
同
様
の
取
扱
い
を
す
る
た

め
大
崎
町
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。
こ
の
条

例
は
平
成　

年　

月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
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10

す
。

　
曽
於
地
区
介
護
保
険
組
合
規
約
の

一
部
変
更

　　

障
害
者
自
立
支
援
法
の
施
行
に
伴
い
、
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
が
あ
っ
た
場
合
に
、

障
害
程
度
区
分
の
審
査
判
定
業
務
は
市
町
村

が
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
業
務
で
す
が
、

そ
の
判
定
業
務
を
中
立
、
公
正
に
専
門
的
な

観
点
で
効
率
的
に
進
め
る
た
め
に
曽
於
地
区

介
護
保
険
組
合
に
お
い
て
共
同
処
理
で
き
る

よ
う
に
す
る
も
の
で
す
。

　

現
在
、
こ
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
該
当

す
る
利
用
者
が　

人
で
、
障
害
程
度
区
分
の

16

判
定
を
年　

回
程
度
予
定
し
て
あ
り
ま
す
。

13

　

関
係
市
町
（
２
市
１
町
）
の
負
担
割
合
は
、

均
等
割
、
障
害
者
手
帳
所
持
者
数
割
等
で
積

算
さ
れ
、
大
崎
町
の
負
担
分
は
、
今
回
の
一

般
会
計
補
正
予
算
で
計
上
の　

万
５
千
円
で

３４

す
。

　　
〔
参
考
〕
障
害
者
自
立
支
援
法

　

障
害
者
の
自
立
支
援
を
目
的
に
、
身
体
・

知
的
・
精
神
障
害
者
に
対
す
る
福
祉
サ
ー
ビ

ス
を
一
元
化
し
、
市
町
村
を
そ
の
実
施
主
体

と
し
て
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
に
原
則
一
割
の

費
用
負
担
を
求
め
る
法
律
。
平
成　

年　

月

17

10 

制
定
。
平
成　

年
４
月
施
行
。 
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一
部
事
務
組
合
の
規
約
変
更
等

　　

市
町
村
合
併
に
よ
り
、
関
連
の
あ
る
一
部

事
務
組
合
を
組
織
す
る
市
町
村
の
構
成
の
変

更
と
、
そ
れ
に
伴
な
う
規
約
の
変
更
を
行
う

も
の
で
す
。
次
の
三
つ
の
一
部
事
務
組
合
で

す
。

○
鹿
児
島
県
市
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合

○
鹿
児
島
県
市
町
村
非
常
勤
職
員
公
務
災
害

補
償
等
組
合

○
鹿
児
島
県
市
町
村
自
治
会
館
管
理
組
合

　

専
決
処
分　

平
成 　

年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

17

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
８
号
）

　

６
４
万
９
千
円
を
減
額

【
予
算
総
額 　

億
４
７
９
９
万
３
千
円
】

60

　

主
な
も
の
は
、
人
材
育
成
事
業
実
績
に
伴

う
補
助
金
の
減
１
８
２
万
１
千
円
と
農
業
機

械
購
入
等
積
立
基
金
の
積
立
金
１
０
２
万
円

の
他
、
道
路
整
備
事
業
な
ど
に
係
る
地
方
債
、

地
方
譲
与
税
、
国
・
県
支
出
金
等
が
確
定
し

た
こ
と
に
よ
る
財
源
調
整
で
す
。

大
崎
町
町
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
３

月
に
公
布
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
町
税
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。　

　

改
正
の
主
な
も
の
は
、
個
人
住
民
税
の
所

得
割
の
税
率
、
た
ば
こ
税
の
税
率
の
改
正
な

ど
で
す
。

こ
と
ば
の
意
味

専
決
処
分　
議
会
が
議
決
す
べ
き
事
項
を
、

事
件
が
緊
急
を
要
す
る
な
ど
の
た
め
に
必
用

に
応
じ
て
町
長
が
議
会
に
代
わ
っ
て
意
思
決

定
を
行
う
こ
と
。

　

専
決
処
分
を
し
た
場
合
は
、
次
の
議
会
に

お
い
て
報
告
し
、
承
認
を
求
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
な
っ
て
い
ま
す
。

志布志市有明町野井倉にある曽於地区介護保険組合
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